
 

・ アンケート調査用紙 を各戸に配布してあります。今回のアンケートは、●自主放送（旧

33ｃｈ）を今後どうするのか ●規約改正が否決された理由の把握 を目的として行いました。

特に規約については、平成 8 年度から現在までの間、全く改正されておらず現状にそぐわない

内容となっています。アンケートにお答えいただき、管理事務所前ポストか、階段下の管理組

合専用ポストへご提出ください。提出期限：１０月３１日（木）。 

・ 自転車・オートバイ の登録はお済みでしょうか？まだの方は大至急、管理事務所で手続

きを済ませてください。本年度のステッカーは「青色」です。もし、登録済みの方で貼り忘れて

いる場合は、速やかに判りやすい箇所に貼ってください。 

・ 団地内駐車禁止 短時間の停車を除き、団地内は「駐車禁止」です。駐車していると、 

緊急車両やゴミ収集車両の通行の妨げともなり、場合によっては人命に係わることもあります。

お互いくれぐれも注意しましょう！！ 

・ 集合住宅 は思いのほか「音」が響くものです。深夜・早朝の騒音《風呂・シャワー・音楽・

ドアの開閉》や、ベランダに干した布団やマットレスを必要以上に強く叩くなど、上・下に響

くような振動音、騒音はやめましょう。またフローリングの床は階下に音が大きく響きます。

近隣の方に迷惑が掛からないようにしましょう。 

・ 日曜開所日 １０月度の日曜開所は１０月２７日（日）に行います。９時から１２時まで管理費・ 

駐車場料金等のお支払いにご利用ください。上記「自転車・オートバイの登録」も受付けます。 

 転出・転入・長期不在の際は管理組合事務所で所定の手続をしてください。 

「管理組合専用ポスト」 

上記アンケートの回答用紙回収のため、専用ポストを開けると、 

不用チラシなどが山のように入っています。本当に残念！！ 

専用ポストは「ゴミ箱」ではありませんよ～。 
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